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第7号 様 式 〔1{_

〔その1)収 支 報 告 書

溶クぐ ψ グ¢、１政治団体の名称　長坂会　　

塵 塞込
(皇aa-2}

第 憂

平成 ヌダ 年分
1政治団体の名称　長坂会　2主 たる事務所の所在地　一宮市三条エグロ90-3　 塗

※該当箇所に[≡Zコすること

政 治 団 体 の 区 分

伊藤正樹　　長坂康正　瓜

□ 政 党 □ 政 治 資 金 規 正 法 第18条 の2第1項

目護 詳 ∴ 支団 藻 冨 鴨 緊 鵡 ㌦響 捺
□ そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

3代 表 者 の 氏 名

4会 計 責 任 者 の 氏 名

事務騰 の氏名　今川徳治　 茄

(電 話)ト δ"一 己 一 〆/

(電話)

(電話)

「本年の収入額」及び 「支出総額 」が ともに 「0」 の場合

で、かつ、資産等が全て 「無」の場合 は、表紙(①)及 び

②、⑰ 、⑳の4枚 のみ(国 会議員関係政治団体 は、政治資金監
査報告書を添付 して)提 出 して ください。

活 動 区 域 の 区 分

□2以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 等 炉 同 一 の 都 道 府 県 の 区 域 内

資 金 管 理 団 体 の 指 定 の 有 無 国 会 議 員 関 係 政 治 団 体 の 区 分

□ 有

公職の種類

(現 職 ・ 候 補 者 等)

資金管理団体の届出をした者の氏名

□ 政治 資金 規正法 第19条 の7第1項

第1号 に係 る国会議員関係政治団体

Mzr政 治 資金 規正 法第19条 の7第1項

第2号 に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者の氏名
、

影　長坂康正

ψ 無

公職の騰 叛務 需務 策

(◎ 喉 補 者鋤

資 金 管 理 団 体 の 指 定 の 期 間
国 会 議 員 関係 政 治 団 体 に関 す る
特 例 の 適 用 期 間

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

平成2夕 年 〆/月8日 から

来報鵜 論 蓋員編 撫 鶴 蕪.※報告年の途中で資金管理団体の指定又は取消を行った場合
のみ記入 行った場合のみ記入

隈 付番号ll①

/㌢ ♂≧



(その2)ρ ・ ρ

収 支 の 状 況

1収 支の総括表

収 入 総 額(a)+(b)=A
十億 百万 千

≡ ゲ
(前年 か らの繰 越額)(a) 遡

〃(本 年 の 収 入 額)(b)

支 出 総 額B
:

〃

翌 年 へ の 繰 越 額A-B
ク

2収 入項 目別金額の内訳

(1)個 人の負担する党費又は会費

金 額
十億 百万 千

'
員 数 0人

② 寄 附

ア 寄附(イ を除 く。)の 区分 金 額 備 考

(ア)個 人か らの寄附
十億 百万 千 円

⊥ (その7)に 内訳を記載

(う ち特 定寄附)
一 一 一 一 一 ∂

(イ)法 人その他 の団体 か らの寄附

一 一

一 0 (その7)に 内訳を記載

(ウ)政 治団体 か らの寄附 0 (その7)に 内訳を記載

小 計(ア)+(イ)+(ウ) o
(寄附の うち寄附 のあっせんによるもの) o

イ 政党匿名寄附 o

合 計(ア+イ) 〃

②



ρ ・ ρ
(そ の17)

資 産 等 の 状 況
1資 産等の総括表

資産等の有無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有 無 備 考

ア 土地 口 凶

イ 建物 口 図

ウ 建物の所有を目的 とす る地上権又は土地の賃借権 口 瓦[Z】

工 取得 の価額 が100万 円 を超 え る動産 口 図

預金(普 通預金及び 当座預金 を除 く。)又 は貯金(普 通貯金オ
を除 く。) 口 功

力 金銭信託 口 図

キ 有価証券 口 栩

ク 出資による権利 口 、凶

ケ 貸付先 ごとの残高が100万 円を超える貸付金 口 切

コ 支払 われた金額が100万 円を超 え る敷金 口 、[コ

サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利 口 、[乙

シ 借 入先 ごとの残 高が100万 円を超 え る借入金 口 、1オ

※有無 につ いて団 して くだ さい。 ↓

有に団の場合は順 目別区分 ごと1こ(そ の18)を 作成 して ください.⑰



r㍉ 隔

r ρ
(そ の20)

宣 誓 書

添付書類(別 添のとお り)

口 領収書等の写 し

口 監査意見書(政 党本部及び政治資金団体に限る。)

匂 政治資金監査報告書(国 会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであって、真実に相違 あ りません。

平成26年6月jL 目

政 治 団 体 の 名 称 履坂禽

会計 責任 者 の氏名 敦 坂 扉 正～ ⑳
代 表 者 の 氏 名 (代表者 については解散時のみ記入すること)

㊥

(注1)「 会計責任者の氏名」欄は、会計責任者の記名押印又は署名とし、署名の場合は必ず会計責任者本人が自署してください。
(注2)解 散した場合のみ、代表者の記名押印又は署名も必要です。署名は必ず代表者本人が 自署してください。

⑳



政 治 資 金 監 査 報 告 書

○

ρ

○
登録政治資金監査人 白 木 公 明

登 録 番 号 1554号



政治資金監査報告書

モ成26年5月30日

長坂会

代表 伊藤 正樹 殿

嚢響 覧紘 黛 爆
研修終了年 月 日 平成21年11月27日

∩
㌔_げ

1 監査の概要

(1) 私は、政治資金規正法(以 下 「法」という。)第19条 の13第1項 の規定に基づ

き、長坂会 の平成25年 に係 る法第12条 第1項 に規定す る収支報告書のすべて
嗣

の期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明

帽 細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等、振込明細書及び振込

明細書に係る支出目的書(支 出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以

下同 じ。)に ついて、支出に関する政治資金監査 を行 った。

(2) この政治資金監査は、法第19条 の13第2項 に定めるところによ り政治資金適

正化委員会が定める 「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下 「政治資金監査

マ ニ ュ アル」 とい う。)に 基 づ き行 った。

○ (3) 私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者

の作成した会計帳簿等の関係書類について、政治資金監査マニュアルに基づき政

治資金監査を行った結果 を報告す ることにある。

(4) この政治資鑑 査は・長坂会嘩 たる事務所内におレ}て行った・

2 監査の結果

私が実施 した政治資金監査の結果は、以下のとお りである。

(1) 法第19条 の13第2項 第1号 に規定する事項 について、会計帳簿、明細書、領

収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていた。

(2) 法第19条 の13第2項 第2号 に規定する事項について、会計帳簿 には、当該国



会議員関係政治団体 に係 るその年における支 出の状況が記載 され、かつ、当該国

会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3) 法第19条 の13第2項 第3号 に規定する事項につ いて、法第12条 第1項 に規

定する報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等 を徴 し難かった支出の

明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていた。

(4) 法第19条 の13第2項 第4号 に規定す る事項につ いて、領収書等 を徴 し難かっ

た支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていた。

3 業務制限

ρ 、
＼_'

長坂会 と私 との問には、法第19条 の13第5項 の規定 に違反す る事実 はない。

また、長坂会と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者との間におい

て も、 同様で あ る。

昌

噂

・ 以 上

○


